
鹿児島県奄美市
Amami City

12月20日 トライアル事業三次公募開始（随時審査・採択）
12月下旬〜交付決定次第、順次事業開始
１月24日 トライアル事業三次公募終了
３月28日 事業終了

実績報告＆補助金交付請求

奄美市子ども・子育て応援民間トライアル事業補助金（トライアル事業）

補助事業の内容について

この事業ができた理由

１.民間提案型子育てサービス創出トライアル事業
奄美市の子育て世帯の”困った”現状として、「子ども連れで行きやすい場所が

少ない⇒行動がワンパターン化⇒子育てが楽しくない」や「相談先や話し相手、
頼れる先がない⇒ひとりで抱え込む⇒子育てがつらい」といった状態があると考
えらます。これらの課題の解決につながる事業に下記のとおり補助いたします。
補助額︓最大30万円（市負担9/10）
補助対象者︓奄美市に所在する民間企業・個人・団体
・２つ以上の民間企業・個人・団体が共同で応募することもできます。
・市の予算は全体で300万円です。多くの応募があった場合、予算の関係で事業
内容により、事業費の調整をお願いすることがあります。

４月以降 成果報告会
※補助金は概算請求が可能です。
※早めに事業が終了した場合は、年度末を
待たずに速やかに実績報告を行ってください。

スケジュール

（民間企業・個人・団体向け資料)
奄美市では、令和5年度に策定した「未来の奄美市づくり計画（通称︓奄美市未来計画）」において、みんなの取組むべき方向性として「子育ての”困った“をなくそう」

を掲げています。このことから、まずは奄美市における子育ての現状を把握するため、令和5年度に実施した子ども・子育てアンケートの分析を行い、子育てに関する課題
を抽出しました。その結果、奄美市の子育ての“困った”課題として ①雨の日や炎天下での遊び場が無い ②子育て中のパパ・ママの孤立化 ③官民問わず子育てサービ
スの認知度不足 が浮き彫りになりました。
これらの課題を解決していくには、行政の力だけではとても難しいことで、企業・団体・個人の別に関わらず、地域のみなさんとの協力・連携が重要と考えています。
また奄美市では、本来子育てを応援することは、地域のみなさんにとっても“人が集まるきっかけ”や“サービスを使ってもらうチャンス”“にぎわいのある街”につながる

など、メリットのあることだと捉えています。
そこで、地域のみなさんが子育てサービスにより積極的に参加しやすい機会を創出するため「奄美市子ども・子育て応援民間トライアル事業補助金」を創設しました。
この事業をきっかけに、たくさんの地域のみなさんが子育てサービスの創出にチャレンジし、奄美市に多くの子育て支援が広まることを期待しています。

応募するうえでの留意事項
●赤ちゃんと毎日長時間おうちの中で過ごすことが多くなるパパ・ママにとって、
外出や誰かとお話をする機会は、リフレッシュの時間としてとても大切です。
そこで、このメニューでは、地域に赤ちゃんと一緒に行けるお出かけ先の選択

肢が増えることや、赤ちゃんと少し離れて過ごせる環境をパパ・ママに提供する
ことで、育児を頑張るパパ・ママがほっと一息つけるようになる取組みを応援し
ます。

メニュー①赤ちゃん＋パパ・ママが選べるお出かけ先づくり

メニュー②親子でもっと楽しく過ごせるサービスづくり

・地域での子育てサロンの開設
・マッサージ店、美容室、宿泊施設等によるパパ・ママへの
レスパイト提供や、子ども見守りスペースの設置 など

・こども連れで利用しやすいサービス開発（アレルギー対応
こども用メニューの開発、親子連れプランの作成 など）

補助金についてご不明な点があれば、
いつでも重点政策推進監までご相談ください︕
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※このほか奄美市の子育ての”困った”解消につながると市長が認める事業も対象です。

●本補助金は、令和6年度（1年間）のみの事業です。
●他の補助金との併用はできません。
●主に奄美市在住の未就学児とその保護者に向けた
子育てサービスを対象としています。
●採択後に「かごしま子育てパスポート」へ登録し
ていただくことを条件とします。
●このほか、「Q&A」もご確認ください。

●民間のみなさまに子育てサービス
創出に前向きに挑戦していただく
ためのトライアル事業となります。
成功・失敗に関わらず、取組内容や
その結果について分析をして、市民の皆様にも広報
いたしますので、ご協力をお願いいたします。
●取組みについて積極的な周知をお願いします。

●子育てをしていると、パパ・ママはどこに行くにも「子どもと一緒で大丈夫か
な︖」「子どもは楽しめるかな︖」と考えています。このメニューでは、地域の
なかにたくさんの子どももママ・パパも楽しめる場所やメニュー（食事、体験な
ど）が増える取組みを応援します。

【補助額について】
補助額は、事業の実施に係った経費のうち、補助対象経費に対して、補助率を掛けたものになります。

●補助の例︓宿泊施設でデイユースを利用してパパママへのレスパイト（休息時間）の提供を行った。
事業費が30万円かかった。 ➡補助額は30万円の9/10で27万円。3万円が宿泊施設の負担となります。

補助金の使途について ※物品の購入が主となる事業は対象になりません
●本補助金では、備品の購入は補助額の概ね10％程度までです。
例）補助額30万円だった場合、備品の購入に充てられるのは3万円まで

●主に観光客を対象とした取り組みは対象となりません。
●3月中旬までの取組みが補助の対象となります。ご了承のうえ、ご応募ください。


